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花巻市奨学金
（返還型）

はなまき夢応援奨学金
（返還免除型）

学資金（月額限度額） 　高校生など　15,000円
　　　　　　　　　　 大学生など　30,000円

入学一時金　　　 　　100,000 円（上限）

※入学一時金は４月入学者のうち、希望者のみ学資金初回交付時に貸与

■対象

　保護者の住所が市内にある人または市内の児

童養護施設に入所している人

※�収入確認書類を基に収入要件の判定を行いま

す。収入要件について詳しくは募集要項また

は市ホームページをご覧ください

■募集人数（選考）

◦��高校生など…10人程度

◦��大学生など…40人程度

■対象

　次の①～③全てを満たし、かつ④～⑦のいず

れかに該当する人

①保護者の住所が市内にある人②本年度高校な

どを卒業後、大学・短期大学、専修学校専門課

程などに進学する人③卒業後に市内に居住する

意思を持つ人

④生活保護世帯の人⑤児童養護施設に入所して

いる人（市内の児童養護施設に入所している場

合、保護者の住所が市外でも対象）⑥ひとり親

家庭で非課税世帯の人⑦特別支援学校高等部に

在籍している人

■返還期間

　10年以上15年以内。市内に居住している期間

分は返還を免除します。

【10年間の返還期間とした場合】 返還期間中（10

年間）市内に居住した場合は返還を全額免除。

市内に６年間居住し、市外に転出した場合、転

出した時点から残りの期間分（４年）を返還

■返還期間

　貸与終了後15年以内に全額返還

※年賦・半年賦・月賦のいずれかの方法で返還

＊ 採用者が定員に達しない場合は再募集します

＊ 申請には連帯保証人１人（保護者など）が必要

です

花巻市奨学金の返還補助制度を

ご活用ください

　市では ▼市内の産科医療機関に助産師または看護師と

して就職し、就職後２カ月～１年であること ▼市内の保育

所に勤務していること ▼市内の大学を卒業後、市内に居住

していること ▼介護事業所などに勤務していること―な

どを条件に花巻市奨学金の返還補助を実施しています。

　奨学金の返還補助制度について詳しくは８ページの「花

巻市奨学金の返還補助制度」をご覧ください。

貸
与
額

（
無
利
子
）

＊

高校生など_（�高校生、高等専門学校・専修学校１～３年生）

大学生など_（�大学生、短期大学生、大学院生、専門学校生、

高等専門学校・専修学校４・５年生）

＊

貸
与
額

（
無
利
子
）

学資金（月額限度額） 　20,000円

※�卒業後、市内に居住することが返還免除の条件。日本学生支援機構（ホームページ�
https://www.jasso.go.jp/）が実施している給付奨学金との併用はできません

■貸与期間

　奨学生採用時～最短修業年限の終期

※�４年制大学の場合は４年間、２年制短期大

学の場合は２年間

■申込受付期間

　１月６日（月）～２月28日（金）

■申し込み方法

　教育委員会学務管理課（石鳥谷総合支所２

階）、本館市民登録課、大迫・東和総合支所市

民生活係に備え付けの申請書に必要事項を

記入の上、教育委員会学務管理課へ持参

※�申請書や募集要項は市ホームページに掲

載しています

■問い合わせ・申し込み

　教育委員会学務管理課（緯45-1311内線336）

各奨学金共通

花巻市奨学生を募集します
令　和
２年度

あなたの学びを応援します。

市では、経済的な理由で就学が困難な人を支援するため、奨学金制度を設けています。

学び舎での生活を充実して送れるよう、奨学金を検討してみてはいかがでしょうか。


